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　平成１８年度の相模原市・藤野町合併協議会の事業計画及び予算は次のとおりです。

事業計画
１　会議の開催
　　相模原市及び藤野町の合併に関する協議等を行うため、合併協議会の会議を開
　催する。
２　合併準備の推進
　　合併時までに調整するとした事項や合併関連準備事務を進め、円滑な新市への
　移行を図る。
３　広報の実施
　　合併協議会だよりの発行及びホームページ等による情報提供を行う。
４　その他必要な事業
　　国や県との調整のほか、必要な事業を実施する。

予　算

県知事県知事に相模原市相模原市と藤野町の合併藤野町の合併（廃置分合）（廃置分合）申請書を提出申請書を提出�県知事に相模原市と藤野町の合併（廃置分合）申請書を提出�

　相模原市と藤野町の３月議会において、廃置分合等の合併関連議案が原
案のとおり可決されたことを受け、去る３月１７日（金）に小川相模原市長
と鈴木藤野町長が県庁を訪れ、松沢県知事に合併（廃置分合）申請書を提
出しました。
　今後は、県議会における審議など、県や国における手続きが進められる
ことになり、平成１９年３月１１日の新市誕生を予定しています。

総務大臣への届出

県知事の決定

金額項款

歳　

入

２２，０００１　負担金１　負担金

２２，０００歳　入　合　計

（単位：千円）

金額項款

歳　

出

１２，４３５１　事業推進費１　事業費

 ９，５２５１　事務局費２　総務費

　　４０１　予備費　３　予備費

２２，０００歳　出　合　計

（単位：千円）
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相模原市・藤野町合併協議会　

平成１８年度事業計画及び予算について

合併市町村基本計画（素案）に
ご意見をお寄せください

　相模原市と城山町が合併した場合の、新市の円滑な運営と均衡ある発展に
資する合併市町村基本計画の素案について、住民の皆様のご意見を募集しま
す。この計画は、新市のまちづくりを効果的かつ総合的に推進するための基
本方針と、それに基づく事業や財政計画について定めるもので、４月２４日に
開催される第１回相模原市・城山町合併協議会において素案として協議され
るものです。
　計画（素案）の全文は５月１日（月）から下記で配布する予定です。
配布場所
〈相模原市〉　相模原市・城山町合併協議会事務局（広域行政推進課）、市
　　　　　　　役所本館１階行政資料コーナー、各地域自治区事務所庶務課・
　　　　　　　出張所・公民館、津久井文化福祉会館、相模湖交流センター
〈城 山 町〉　合併推進課、情報コーナー、公民館図書室、保健福祉センター
〈藤 野 町〉　合併推進課、各支所
募集期間　５月１日（月）から５月２２日（月）まで（必着）
記載事項　住所、氏名、電話番号を必ず明記した上、
　　　　　①該当する箇所（どの部分についてのご意見かわかるように、見
　　　　　　出し、行数などを明記してください。）
　　　　　②ご意見とその理由について書いてください。
提出方法　直接持参か郵送、ファクス、Ｅメールで相模原市・城山町合併協
　　　　　議会事務局へ（〒２２９－００３６　相模原市富士見６－６－２３ けやき
　　　　　会館３階　5０４２－７６８－４０６６、Ｅメール　kouiki-１４@city.saga 
　　　　　mihara.kanagawa.jp）
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　相模原市では、城山町との合併について、５月１日（月）から２２日（月）
までの間、パブリック・コメントを実施します。資料は５月１日から相模原
市広域行政推進課、相模原市役所本館１階行政資料コーナー、相模原市の各
地域自治区事務所庶務課・出張所・公民館、津久井文化福祉会館、相模湖交
流センターで配布するほか、相模原市ホームページ「パブリック・コメント」
でご覧いただけます。
　ご意見は、直接持参か郵送、ファクス（０４２－７６８－４０６６）、Ｅメール
（kouiki-２１@city.sagamihara.kanagawa.jp）で、住所、氏名、電話番号を
書いて５月２２日（必着）までに広域行政推進課へ。
※提出書面の様式は問いませんが、口頭や電話でのご意見はご遠慮ください。
※いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。また、住所、氏名
　等の個人情報を除き、公開させていただくことがあります。
お問い合わせ　相模原市広域行政推進課　1０４２－７６９－８２０６

パブリック・コメント ご意見をお寄せください

県議会の議決

相模原市・城山町合併協議会ホームページ開設のお知らせ
　合併協議会の開催のお知らせ、協議状況などをご覧いただけます。
今後も合併に関する情報を随時掲載しますので、ご覧ください。ま
た、皆様のご意見・ご質問をお待ちしております。

相模原市・城山町合併協議会　http://www.ss-gappei.jp

今 後 の 手 続 き の 流 れ

新市の誕生
（平成１９年３月１１日）

総務大臣の告示


